
　やまが後見センター体系図

○成年後見の受任に関する審議
○任意後見の契約に関する審議
○任意後見監督人選任に関する審議
○あんしんサービス契約に関する審議
○その他後見センター運営に関する重要事項

　
　　　　○法人後見
　　　　　○日常生活自立支援事業
　　　　　○任意後見・あんしんサービス

○成年後見のサービス提供状況の監査
○任意後見契約に基づくサービス提供状況の監査
○任意後見監督人の監査
○あんしんサービス提供状況の監査
○日常生活自立支援事業の提供状況の監査
○支援員の承認
○その他後見センター運営に関する重要な事項

　　やまが成年後見センター

審議委員会（8人）
　医師・弁護士・司法書士・行政
　３障がい相談員・社協

運営委員会（12人）
　医師・弁護士・司法書士・行政・３障がい相談
　員・社協・学識経験者・施設代表・民生委員

　市民後見人
　（講座修了生）

支援員として活動

市民後見人と
して活動

研修・実務経験

サポート



やまが後見センターと市民後見人の養成計画

＊生活支援員は年間１２時間以上の研修が必須

養成した市民後見人の中から、後見センターの支援員として雇用し、法人後見生活支援員として活動。その後研修と
実績を積み、市民後見人として活動していただく予定。（後見センターがサポートする体制）
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＊受講者の中から、支援員希
望を募り、試験を行う。合格し
た者を採用する。

　
＊市民後見人養成講座を開講

＊市民後見人として活動してもらう。
（社協がサポート）
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＊法人後見生活支援員として活動する。
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やまが成年後見センター 第１期市民後見人養成講座 開催要項 

目 的 

市民後見人養成講座を実施し、成年後見制度の普及・啓発及び後見活動がで

きる人材を養成することを目的とする。 

 

対象者 

成年後見制度について興味がある方及び将来成年後見人として活動を希望し

ている方 

 

募集人数 

２０名 

 

期 日  

第１回 平成２３年 ８月２５日（木）午後１時３０分～午後４時３０分 

第２回 平成２３年 ９月１５日（木）午後１時３０分～午後４時１０分 

第３回 平成２３年１０月１３日（木）午後１時３０分～午後４時００分 

第４回 平成２３年１１月１７日（木）午後１時３０分～午後４時００分 

第５回 平成２３年１２月 ８日（木）午後１時３０分～午後４時００分 

 

内 容 

資料１ 

 

会 場  

山鹿健康福祉センター  

 



資料１

時　　間 内　　　容 ポイント 講　　　師

13:30

～ はじめに オリエンテーション やまが成年後見センター

14:00

（３０分）

14:00 プログラム① 全国の成年後見制度の動向について 熊本家庭裁判所

～ 被後見人等への 成年後見制度の歴史について

15:10 支援の基本的な視点

　（７０分）

15:20

～ プログラム② 成年後見制度とは 司法書士

16:30 成年後見制度の基本 後見人ができること、できないこと。 リーガルサポート熊本支部

（７０分） 理念と概要 してはいけないこと。

時　　間 内　　　容 ポイント 講　　　師

13:30 プログラム③ 知的障がいについて学ぶ

～ 障がいの理解と対象者 支援に際しての基本的態度や留意点を さくら学園相談支援事業所

14:30 理解（知的障がい） 学ぶ

（６０分） 実際の支援上の課題

14:40 プログラム④ 日常的な見守りの大切さ

～ 消費生活相談の実態 消費者被害の特徴・方法を知り 熊本県金融広報委員会事務局

15:40 とその対応 予防方法・対処方法を学ぶ

（６０分） 消費者契約法等の知識

後見人としての同意権・取消権に

よる対応

消費者センターの機能と役割

15:40 プログラム⑤

～ 関係制度について 地域福祉権利擁護事業 熊本県社会福祉協議会

16:10 　地域福祉権利擁護センター

（３０分）

休　　憩

平成２３年度　やまが成年後見センター第１期市民後見人養成講座　[基本編]　日程

第１回　◇平成２３年８月２５日（木）

第２回　◇平成２３年９月１５日（木）

休　　憩



時　　間 内　　　容 ポイント 講　　　師

13:30 プログラム⑥ 精神障がいについて学ぶ

～ 障がいの理解と対象者 支援に際して基本的な態度や留意点を 相談支援センター　クローバー

14:00 理解（精神障がい） 学ぶ

（３０分） 実際の支援上の課題

14:00 プログラム⑦ 身体障がいについて学ぶ

～ 障がいの理解と対象者 支援に際して基本的な態度や留意点を 愛隣館指定相談支援事業所

14:30 理解（身体障がい） 学ぶ

（３０分） 実際の支援上の課題

14:40 プログラム⑧

～ 本人を支える福祉サー 被後見人の方々が利用できる社会資源 山鹿市介護保険課

16:00 ビスと社会資源 （在宅・入所）の概要

（８０分） 相談機関

時　　間 内　　　容 ポイント 講　　　師

13:30 プログラム⑨ 後見人に必要な法律知識

～ 支援のための法律知識 関連する法律について 司法書士

14:30 （契約、遺言、相続等）法律知識の活用について リーガルサポート熊本支部

（６０分）

14:40 プログラム⑩ 認知症について学ぶ

～ 認知症の理解と対象者 支援に際しての基本的態度や留意点 山鹿市包括支援センター

16:00 理解（認知症） を学ぶ

（８０分） 実際の支援上の課題

休　　憩

第４回　◇平成２３年１１月１７日（木）

第３回　◇平成２３年１０月１３日（木）

休　　憩



時　　間 内　　　容 ポイント 講　　　師

13:30 プログラム⑪ 実際の後見業務等について学ぶ

～ 後見人からの実践 （後見人として行っている支援、 司法書士

14:30 レポート 後見事務について、本人の生活の改善 リーガルサポート熊本支部

（６０分） 状況、課題だと感じていること）

参加者の疑問や不安などに答える

14:40 プログラム⑫ 演習によりこれまでの受講内容を

～ 演習 統合して理解する 司法書士

15:30 様々な場面を通じて リーガルサポート熊本支部

（５０分） 成年後見人としての

対応を考える

15:30 修了式

～ 連絡事項 やまが成年後見センター やまが成年後見センター

16:00

（３０分）

受講にあたっては、５日間の全プログラム参加を原則とします。欠席、遅刻したプログラムがある場合

には修了者として認められません。

第５回　◇平成２３年１２月８日（木）

休　　憩

備考


